
　医療法施行規則第九条の二十三第一項第九号に基づき、国立大学法人山形大学医療安全管理に関する

監査委員会を設置し、当該委員会委員を次の者に委嘱しましたので、公表します。

区分 所属機関・役職 氏　名 選定理由

委員長
地方独立行政法人山形県・酒田市
病院機構理事長

栗谷　義樹
医療に係る安全管理又は法律に関する
識見を有する者その他の学識経験を有
する者

副委員長 山形県健康福祉部医療統括監 阿彦　忠之
医療を受ける者その他の医療従事者以
外の者

委員 山形大学理事（病院担当） 久保田　功 病院関係業務を担当する理事

委員
山形大学学術研究院准教授
（人文社会科学部担当）

西岡　正樹
医療に係る安全管理又は法律に関する
識見を有する者その他の学識経験を有
する者

委員 山形家庭裁判所家事調停委員 佐多　和子
医療を受ける者その他の医療従事者以
外の者

※　任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日
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